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奈良県内各自治体の水道工事における申請様式の統一化

奈良県管工事業協同組合

■背景・目的
水道事業者（自治体）に登録した給水装置工事業者が工事の申請を行う際、殆どの水道事業者は災害防止・緊急時の対応
を目的として事業者毎に異なる独自の申請様式及び審査基準を導入しており、現場での混乱・事務作業の煩雑化の原因と
なっていたため、平成25年から各水道事業者に対して申請様式を統一（共通化）してもらうよう要望活動を行ってきた。
■取組みの手法と内容
給水装置工事申請様式の統一化に向けて、まずは日本水道協会奈良県支部（日水協：上水道管轄）と奈良県下水道協会

（県下水協：下水道管轄）、当組合の上部団体である全国管工事業協同組合連合会に陳情・要望について相談し、各種調整の
連携を取りながら平成25年度より、年度当初に奈良市長宛として「申請書類の様式統一化に向けた要望書」を、担当部局
管理者である奈良市企業局公営企業管理者に提出し、年始に進捗状況の懇談を行うなど要望陳情の活動を開始した。活動
初期は担当部局内で要望書が止まっている事もあったが、粘り強く活動を続け、担当管理者へ組合員の想い・意見を伝え
続けた。その流れの中で奈良県において「県域水道一体化」計画が立案され、県行政の方向性とも合致した様式統一化の要
望が始動し、平成31年2月より12市の各自治体との調整が開始された。
また、県内の水道工事関係13組合との連携を図る中で、一組合の発言では事務的にも中々進まない事は懸念されてお
り、行政・自治体へアプローチした際の影響力を高める為、単なる横並びの協力関係ではなく「連合会」を新たに発足し、明
確に組織化する必要があると考えた。
■成果とその要因
上下水道の内、上水道の工事申請様式については県内12市との調整が完了し、令和2年4月より共通様式が導入され
る事になった。下水道の工事申請様式の統一化と、管工事業の協同組合連合会発足については現在も活動を継続してい
る。なお、一組合の要望から始まって、複数の水道事業者間で共通様式が導入されたケースは他府県ではあまり聞かず、極
めて稀なケースである。

一組合の諦めない・粘り強い要望活動に時期的なタイミングが味方し、ついには行政を動かして全国でも珍し
い県内全市の水道事業者間での共通様式の導入となった。

統一化された申請様式


